
 

一

 
 
 
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
 
新
旧
対
照
条
文 

○
 
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
 
抄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
 
正
 
後
 

改
 
正
 
前
 

目
次
 

 
（
略
）
 

 
第
九
章
の
二
 
指
定
薬
物
等
の
取
扱
い
（
第
七
十
六
条
の
四
―
第
七
十
七
条
）
 

 
（
略
）
 

  
（
目
的
）
 

第
一
条
 
こ
の
法
律
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
規
制
を
行
う
と
と
も

に
、
指
定
薬
物
等
の
規
制
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
医
療
上
特
に
そ

の
必
要
性
が
高
い
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
の
研
究
開
発
の
促
進
の
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
保
健
衛
生
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
 

  
（
定
義
）
 

第
二
条
 
①
～

 
（
略
）
 


 
こ
の
法
律
で
「
指
定
薬
物
」
と
は
、
中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制

又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を
含
む
。
第
七
十

六
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人

目
次
 

 
（
略
）
 

 
第
九
章
の
二
 
指
定
薬
物
の
取
扱
い
（
第
七
十
六
条
の
四
―
第
七
十
七
条
）
 

 
（
略
）
 

  
（
目
的
）
 

第
一
条
 
こ
の
法
律
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
機
器
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
規
制
を
行
う
と
と
も

に
、
指
定
薬
物
の
規
制
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
医
療
上
特
に
そ
の

必
要
性
が
高
い
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
の
研
究
開
発
の
促
進
の
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
保
健
衛
生
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
 

  
（
定
義
）
 

第
二
条
 
①
～

 
（
略
）
 


 
こ
の
法
律
で
「
指
定
薬
物
」
と
は
、
中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制

又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を
含
む
。
）
を
有
す

る
蓋が

い

然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上



  

二

の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
物
（
大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す

る
大
麻
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
に

規
定
す
る
覚
醒
剤
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

十
四
号
）
に
規
定
す
る
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
並
び
に
あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
規
定
す
る
あ
へ
ん
及
び
け
し
が
ら
（
同
項
に
お

い
て
「
大
麻
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
・

食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
 


・

 
（
略
）
 

  
 
 
第
九
章
の
二
 
指
定
薬
物
等
の
取
扱
い
 

  
（
製
造
等
の
禁
止
）
 

第
七
十
六
条
の
四
 
（
略
）
 

２
 
危
険
薬
物
（
指
定
薬
物
と
同
等
以
上
に
、
中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は

抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
を
有
す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使

用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
で
あ

つ
て
、
人
が
摂
取
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
指
定
薬
物
及
び
大
麻
等
を
除

く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
医
療
等
の
用
途
以
外
の
用
途
に
供
す
る

た
め
に
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与

の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
（
大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
大
麻
、
覚
せ
い
、
、
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬

取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
に
規
定
す
る
麻
薬
及
び
向
精
神

薬
並
び
に
あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
規
定
す
る
あ

へ
ん
及
び
け
し
が
ら
を
除
く
。
）
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
・
食
品
衛

生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
 

 
・

 
（
略
）
 

  
 
 
第
九
章
の
二
 
指
定
薬
物
の
取
扱
い
 

  
（
製
造
等
の
禁
止
）
 

第
七
十
六
条
の
四
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

      



 

三

３
 
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
そ
の

行
為
の
中
止
そ
の
他
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
一
 
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
指
定
薬
物
を
所
持
し
て
い
る
者
（
販
売
又

は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
又
は
陳
列
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
又
は
同
項

の
規
定
に
違
反
し
て
指
定
薬
物
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
若
し
く

は
授
与
し
た
者
 

 
二
 
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
危
険
薬
物
を
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て

い
る
者
又
は
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
危
険
薬
物
を
製
造
し
、
輸
入
し
、

販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
た
者
 

 
三
 
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
薬
物
又
は
危
険
薬
物
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
こ
と
は
判
明
し
て
い
る
も
の
の
指
定
薬
物
又
は
危
険
薬
物

の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
判
明
し
て
い
な
い
物
を
医
療
等
の

用
途
以
外
の
用
途
に
供
す
る
た
め
に
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵

し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
い
る
者
又
は
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
若

し
く
は
授
与
し
た
者
 

  
（
広
告
の
制
限
）
 

第
七
十
六
条
の
五
 
指
定
薬
物
等
（
指
定
薬
物
又
は
危
険
薬
物
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
医
事
若
し
く
は
薬
事
又
は
自
然
科
学
に
関
す
る
記
事

を
掲
載
す
る
医
薬
関
係
者
等
（
医
薬
関
係
者
又
は
自
然
科
学
に
関
す
る
研
究

（
新
設
）
 

                 
（
広
告
の
制
限
）
 

第
七
十
六
条
の
五
 
指
定
薬
物
に
つ
い
て
は
、
医
事
若
し
く
は
薬
事
又
は
自
然

科
学
に
関
す
る
記
事
を
掲
載
す
る
医
薬
関
係
者
等
（
医
薬
関
係
者
又
は
自
然

科
学
に
関
す
る
研
究
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
）
向
け
の
新
聞
又
は
雑
誌
に
よ



  

四

に
従
事
す
る
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
向
け
の
新
聞
又
は
雑
誌
に

よ
り
行
う
場
合
そ
の
他
主
と
し
て
指
定
薬
物
等
を
医
療
等
の
用
途
に
使
用
す

る
者
を
対
象
と
し
て
行
う
場
合
を
除
き
、
何
人
も
、
そ
の
広
告
を
行
つ
て
は

な
ら
な
い
。
 

２
 
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
そ
の

行
為
の
中
止
そ
の
他
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
一
 
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
指
定
薬
物
等
の
広
告
を
行
つ
た
者
 

 
二
 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
薬
物
又
は
危
険
薬
物
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
は
判
明
し
て
い
る
も
の
の
指
定
薬
物
又
は
危
険
薬
物
の

い
ず
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
判
明
し
て
い
な
い
物
に
つ
い
て
、
医

事
若
し
く
は
薬
事
又
は
自
然
科
学
に
関
す
る
記
事
を
掲
載
す
る
医
薬
関
係

者
等
向
け
の
新
聞
又
は
雑
誌
に
よ
り
行
う
場
合
そ
の
他
主
と
し
て
指
定
薬

物
等
を
医
療
等
の
用
途
に
使
用
す
る
者
を
対
象
と
し
て
行
う
場
合
を
除

き
、
そ
の
広
告
を
行
つ
た
者
 

  
（
指
定
薬
物
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
物
品
の
検
査
等
）
 

第
七
十
六
条
の
六
 
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
薬
物
等
で

あ
る
疑
い
が
あ
る
物
品
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
物
品
が
第
七
十

六
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し

く
は
陳
列
さ
れ
て
い
る
疑
い
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
、

り
行
う
場
合
そ
の
他
主
と
し
て
指
定
薬
物
を
医
療
等
の
用
途
に
使
用
す
る
者

を
対
象
と
し
て
行
う
場
合
を
除
き
、
何
人
も
、
そ
の
広
告
を
行
つ
て
は
な
ら

な
い
。
 

 （
新
設
）
 

            
（
指
定
薬
物
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
物
品
の
検
査
等
）
 

第
七
十
六
条
の
六
 
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
薬
物
で
あ

る
疑
い
が
あ
る
物
品
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
物
品
が
第
七
十
六

条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳
列
さ
れ
て
い
る
疑
い

又
は
同
条
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
、
輸
入
さ
れ
、
販
売
さ
れ
、
若
し



 

五

輸
入
さ
れ
、
販
売
さ
れ
、
若
し
く
は
授
与
さ
れ
た
疑
い
が
あ
り
、
保
健
衛
生

上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
物
品
を
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳

列
し
て
い
る
者
又
は
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
た
者

に
対
し
て
、
当
該
物
品
が
指
定
薬
物
等
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
厚
生

労
働
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
若
し
く
は
都
道
府

県
知
事
の
指
定
す
る
者
の
検
査
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

２
 
（
略
）
 

  
（
廃
棄
等
）
 

第
七
十
六
条
の
七
 
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
七
十
六
条
の

四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳

列
さ
れ
て
い
る
指
定
薬
物
等
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
、

輸
入
さ
れ
、
販
売
さ
れ
、
若
し
く
は
授
与
さ
れ
た
指
定
薬
物
等
に
つ
い
て
、

当
該
指
定
薬
物
等
を
取
り
扱
う
者
に
対
し
て
、
廃
棄
、
回
収
そ
の
他
公
衆
衛

生
上
の
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
に
足
り
る
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

  
（
立
入
検
査
等
）
 

く
は
授
与
さ
れ
た
疑
い
が
あ
り
、
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
物
品
を
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
い
る
者
又
は
製
造
し
、

輸
入
し
、
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
た
者
に
対
し
て
、
当
該
物
品
が
指
定

薬
物
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知

事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
者
の
検
査
を

受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ２
 
（
略
）
 

  
（
廃
棄
等
）
 

第
七
十
六
条
の
七
 
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
七
十
六
条
の

四
の
規
定
に
違
反
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
若
し
く
は
陳
列
さ
れ
て
い
る
指
定
薬
物

又
は
同
条
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
さ
れ
、
輸
入
さ
れ
、
販
売
さ
れ
、
若
し

く
は
授
与
さ
れ
た
指
定
薬
物
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
薬
物
を
取
り
扱
う
者
に

対
し
て
、
廃
棄
、
回
収
そ
の
他
公
衆
衛
生
上
の
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
に

足
り
る
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ２
・
３
 
（
略
）
 

  
（
立
入
検
査
等
）
 



  

六

第
七
十
六
条
の
八
 
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
章
の
規
定

を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
薬
物
等
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
物
品
を
貯
蔵

し
、
若
し
く
は
陳
列
し
て
い
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
物
を
製
造
し
、
輸
入
し
、

販
売
し
、
授
与
し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
た
者
に
対
し
て
、
必
要
な

報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
店
舗
そ
の
他
必
要
な
場

所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問

さ
せ
、
若
し
く
は
指
定
薬
物
等
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
物
品
を
、
試
験

の
た
め
必
要
な

少
分
量
に
限
り
、
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

  
（
指
定
手
続
の
特
例
）
 

第
七
十
六
条
の
十
 
（
略
）
 

  
（
指
定
薬
物
等
の
依
存
症
か
ら
の
患
者
の
回
復
に
係
る
体
制
の
整
備
）
 

第
七
十
七
条
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
指
定
薬
物
等
の
依
存
症
か
ら
の
患

者
の
回
復
に
資
す
る
た
め
、
相
談
体
制
並
び
に
専
門
的
な
治
療
及
び
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
体
制
の
充
実
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  
 
 
第
九
章
の
三
 
（
略
）
 

第
七
十
六
条
の
八
 
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
章
の
規
定

を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
薬
物
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
物
品
を
貯
蔵
し
、

若
し
く
は
陳
列
し
て
い
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
物
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売

し
、
授
与
し
、
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
た
者
に
対
し
て
、
必
要
な
報
告

を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
店
舗
そ
の
他
必
要
な
場
所
に

立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、

若
し
く
は
指
定
薬
物
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
物
品
を
、
試
験
の
た
め
必

要
な

少
分
量
に
限
り
、
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

  
（
指
定
手
続
の
特
例
）
 

第
七
十
七
条
 
（
略
）
 

  （
新
設
）
 

     
 
 
第
九
章
の
三
 
（
略
）
 



 

七

  
（
事
務
の
区
分
）
 

第
八
十
一
条
の
三
 
第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
七

十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
、
第
七
十

六
条
の
四
第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
五
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
六
、
第
七

十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
一
号
法
定
受
託
事
務
」

と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

  
（
動
物
用
医
薬
品
等
）
 

第
八
十
三
条
 
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
（
治
験
の
対
象
と
さ
れ

る
薬
物
又
は
機
械
器
具
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二

条
第
十
四
項
、
第
九
条
の
二
、
第
九
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、

第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
七
十
六
条
の
五
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七
十
六
条
の
九
、
第
七
十
六

  
（
事
務
の
区
分
）
 

第
八
十
一
条
の
三
 
第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
七

十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
、
第
七
十

六
条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第

一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
一
号

法
定
受
託
事
務
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

 ２
 
（
略
）
 

  
（
動
物
用
医
薬
品
等
）
 

第
八
十
三
条
 
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
（
治
験
の
対
象
と
さ
れ

る
薬
物
又
は
機
械
器
具
等
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
（
第
二

条
第
十
四
項
、
第
九
条
の
二
、
第
九
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、

第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
六
条
の
四
、
第
七
十
六
条
の
六
、

第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
七

十
六
条
の
九
、
第
七
十
七
条
、
第
八
十
一
条
の
四
、
次
項
並
び
に
第
八
十
三



  

八

条
の
十
、
第
八
十
一
条
の
四
、
次
項
並
び
に
第
八
十
三
条
の
四
第
三
項
（
第

八
十
三
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
中

「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、「
厚
生
労
働
省
令
」

と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県

知
事
（
そ
の
所
在
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第

五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い

う
。
）
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次

項
、
第
七
条
第
三
項
及
び
第
十
条
（
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、

同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
及
び

一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
号
ロ
、
第
二
十
五
条
第
二
号
、
第
二

十
六
条
第
三
項
第
五
号
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
一
条
、

第
三
十
六
条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
の
十
の
見
出
し
、
同

条
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
一
般
用
医
薬

品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
を
受
け

る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼
育
者
」
と
、
第
九
条
第

一
項
第
二
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一

般
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
十

四
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、「
認
め

ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
申
請
に
係
る
医
薬

条
の
四
第
三
項
（
第
八
十
三
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
を
除
く
。
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」

と
、「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
第
二
条
第
五

項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
人
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
」
と
、
第
四
条

第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所

を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
七
条
第
三
項
及
び
第
十
条
（
第
三
十
八
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都

道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
中
「
医
薬
品
の
薬
局
医
薬
品
、

要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
号
ロ
、
第
二
十

五
条
第
二
号
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第
五
号
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第

二
号
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
六
条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六

条
の
十
の
見
出
し
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第

三
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
八
条
の
二
第

一
項
中
「
医
療
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
を
受
け
る
動
物
の
飼

育
者
」
と
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項

第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
医
薬
品
」
と
、
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
」
と
、「
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又

は
申
請
に
係
る
医
薬
品
が
、
そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ



 

九

品
が
、
そ
の
申
請
に
係
る
使
用
方
法
に
従
い
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
医

薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
動
物
と
し

て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
残
留

性
（
医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質

が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が
動
物
に
残
留
す
る
性
質

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
対
象
動
物
の

肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の
健
康
を
損
な
う
も
の
が

生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な

い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
医
療
上
」
と
あ
る
の
は
「
獣

医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」

と
あ
る
の
は
「
動
物
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」
と
、
第
二
十
一
条
第
一
項

中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局
に
お
け
る
設
備
及
び
器
具

を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医
薬
品
を
当
該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、

又
は
授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す

る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次

項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七

十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、

第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定

す
る
要
指
導
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る

の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店

舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に

る
場
合
に
、
当
該
医
薬
品
が
有
す
る
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に

供
さ
れ
る
動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
つ
い
て
の
残
留
性
（
医
薬
品
の
使
用
に
伴
い
そ
の
医
薬
品
の
成
分
で

あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
）
が

動
物
に
残
留
す
る
性
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
程
度
か
ら
み
て
、
そ
の
使

用
に
係
る
対
象
動
物
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
生
産
物
で
人
の

健
康
を
損
な
う
も
の
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
医
薬
品

と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
医

療
上
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
療
上
」
と
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中

「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
生
産
又
は
健
康
の
維
持
」

と
、
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
開
設
者
が
当
該
薬
局

に
お
け
る
設
備
及
び
器
具
を
も
つ
て
医
薬
品
を
製
造
し
、
そ
の
医
薬
品
を
当

該
薬
局
に
お
い
て
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
薬
局
の

所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第

七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
要
指
導
医
薬
品
（
第

四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
要
指
導
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
二
十
六
条
第
一
項
中

「
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特

別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
二



  

一
〇

お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医

薬
品
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、

第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産

大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
医
薬

品
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
薬
品

及
び
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、

同
条
第
一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第

三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第
二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医

薬
品
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
処
方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要

指
示
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ

る
の
は
「
処
方
箋
の
交
付
又
は
指
示
」
と
、
第
五
十
条
第
七
号
中
「
一
般
用

医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
」
と
、
同
条
第
十
一
号
中
「
医
師

等
の
処
方
箋
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の
処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第

十
二
号
及
び
第
五
十
九
条
第
九
号
中
「
人
体
」
と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」

と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類
医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
又
は

第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
又
は
そ
れ
以
外
の
医
薬
品
」

と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
又
は
店
舗
販
売
業
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は

特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第

十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、

同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
医
薬
品
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
」

と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項
中
「
一
般
用
医
薬

品
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
指
定
医

薬
品
」
と
い
う
。
）
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
の

九
第
二
号
中
「
第
二
類
医
薬
品
及
び
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定

医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
一
類
医
薬
品
」
と
あ
る

の
は
「
指
定
医
薬
品
」
と
、
第
三
十
六
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
第

二
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
医
薬
品
」
と
、
第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
処

方
箋
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
要
指
示
医
薬
品
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第

二
項
中
「
処
方
箋
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
処
方
箋
の
交
付
又
は
指
示
」
と
、

第
五
十
条
第
七
号
中
「
一
般
用
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
七
第

一
項
に
規
定
す
る
区
分
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬
品
に
あ
つ
て
は
」

と
、
同
条
第
十
一
号
中
「
医
師
等
の
処
方
箋
」
と
あ
る
の
は
「
獣
医
師
等
の

処
方
箋
・
指
示
」
と
、
同
条
第
十
二
号
及
び
第
五
十
九
条
第
九
号
中
「
人
体
」

と
あ
る
の
は
「
動
物
の
身
体
」
と
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
類

医
薬
品
、
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
医
薬

品
又
は
そ
れ
以
外
の
医
薬
品
」
と
、
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知

事
（
薬
局
又
は
店
舗
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
薬
局
又
は
店
舗
の
所
在
地

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条



 

一
一

一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の

四
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
及
び
第
八
十
一
条

の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
六
十
九

条
第
四
項
及
び
第
七
十
条
第
二
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置

す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」

と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す

る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」

と
、「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又

は
都
道
府
県
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

  
 
 
第
十
一
章
 
罰
則
 

 第
八
十
三
条
の
九
 
第
七
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
三
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て
、
業
と
し
て
、
指
定
薬
物
を
製
造

し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
た
者
若
し
く
は
指
定
薬
物
を
所

持
し
た
者
（
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
又
は
陳
列
し
た
者
に
限
る
。
）

又
は
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て
、
業

と
し
て
、
危
険
薬
物
若
し
く
は
同
号
の
判
明
し
て
い
な
い
物
を
製
造
し
、
輸

入
し
、
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
た
者
若
し
く
は
危
険
薬
物
若
し
く
は
同

号
の
判
明
し
て
い
な
い
物
を
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し

の
二
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、

第
七
十
六
条
及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
都

道
府
県
知
事
」
と
、
第
六
十
九
条
第
四
項
及
び
第
七
十
条
第
二
項
中
「
、
都

道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ

る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
、
都

道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ

る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る

市
又
は
特
別
区
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
都
道
府
県
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

  
 
 
第
十
一
章
 
罰
則
 

 第
八
十
三
条
の
九
 
第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
、
業
と
し
て
、
指

定
薬
物
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
若
し
く
は
授
与
し
た
者
又
は
指
定

薬
物
を
所
持
し
た
者
（
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
又
は
陳
列
し
た

者
に
限
る
。
）
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
 

   



  

一
二

く
は
陳
列
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
 

第
八
十
四
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
 

一
～
十
九
 
（
略
）
 

二
十
 
第
七
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
又
は
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
（
前
条
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

二
十
一
 
（
略
）
 

 
第
八
十
五
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
 

 
一
～
六
 
（
略
）
 

 
七
 
第
七
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
指
定
薬
物
の
広
告
を
し

た
者
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
 

 

  第
八
十
四
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
 

一
～
十
九
 
（
略
）
 

二
十
 
第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
前
条
に
該
当
す
る
者
を

除
く
。
）
 

二
十
一
 
（
略
）
 

 第
八
十
五
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
 

 
一
～
六
 
（
略
）
 

 
七
 
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
者
 

  

 

 

 

 



 

一
三

○
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
 
抄
 
（
附
則
第
三
条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
 
正
 
後
 

改
 
正
 
前
 

別
表
第
一
 
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）
 

 
備
考
 
こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ

る
法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

法
 
律
 

事
 
 
 
務
 

（
略
）
 

（
略
）
 

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
四
十
五
号
）
 

 

一
 
第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項

及
び
第
四
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条

第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
四
第
三
項
、

第
七
十
六
条
の
五
第
二
項
、
第
七
十
六

条
の
六
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
八
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
 

二
 
（
略
）
 

三
 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

  

別
表
第
一
 
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）
 

 
備
考
 
こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ

る
法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

法
 
律
 

事
 
 
 
務
 

（
略
）
 

（
略
）
 

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
四
十
五
号
）
 

 

一
 
第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項

及
び
第
四
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条

第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
六
、
第
七
十

六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務
 

 二
 
（
略
）
 

三
 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 

 

 

 

 



  

一
四

○
 
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
 
抄
 
（
附
則
第
四
条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
 
正
 
後
 

改
 
正
 
前
 

 
（
薬
事
法
の
一
部
改
正
）
 

第
一
条
 
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。
 

 
 
（
略
）
 

 
 
第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
機
械
器
具
、
歯
科
材
料
、
医
療
用
品
及
び
衛

生
用
品
（
以
下
「
機
械
器
具
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
機
械
器
具
等
（
機
械
器

具
、
歯
科
材
料
、
医
療
用
品
、
衛
生
用
品
並
び
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算

機
に
対
す
る
指
令
で
あ
つ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組

み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
こ
れ
を
記
録
し
た
記
録
媒

体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、「
医
薬
部
外
品
」
の
下
に
「
及
び
再
生

医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
及
び
化
粧
品
」
を
「
、
化
粧
品

及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
機
械
器
具
等
」
の
下

に
「
（
再
生
医
療
等
製
品
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
六
項
中
「
含
む
。
）
」

の
下
に
「
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
一
項
及
び
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条
第
九
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
七
項
と

し
、
同
条
第
十
六
項
中
「
医
療
機
器
を
」
の
下
に
「
、「
希
少
疾
病
用
再
生
医

療
等
製
品
」
と
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品

 
（
薬
事
法
の
一
部
改
正
）
 

第
一
条
 
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。
 

 
 
（
略
）
 

 
 
第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
機
械
器
具
、
歯
科
材
料
、
医
療
用
品
及
び
衛

生
用
品
（
以
下
「
機
械
器
具
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
機
械
器
具
等
（
機
械
器

具
、
歯
科
材
料
、
医
療
用
品
、
衛
生
用
品
並
び
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算

機
に
対
す
る
指
令
で
あ
つ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組

み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
こ
れ
を
記
録
し
た
記
録
媒

体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、「
医
薬
部
外
品
」
の
下
に
「
及
び
再
生

医
療
等
製
品
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
及
び
化
粧
品
」
を
「
、
化
粧
品

及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
機
械
器
具
等
」
の
下

に
「
（
再
生
医
療
等
製
品
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
六
項
中
「
含
む
。
）
」

の
下
に
「
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
一
項
及
び
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条
第
九
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
七
項
と

し
、
同
条
第
十
五
項
中
「
医
療
機
器
を
」
の
下
に
「
、「
希
少
疾
病
用
再
生
医

療
等
製
品
」
と
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品



 

一
五

を
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
を
同
条
第
十

五
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
製

造
等
」
を
「
製
造
」
に
、
「
含
ま
な
い
」
を
「
除
く
」
に
、
「
同
じ
」
を
「
「
製

造
等
」
と
い
う
」
に
、「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
若
し
く
は
再
生

医
療
等
製
品
」
に
、「
賃
貸
し
、
又
は
授
与
す
る
」
を
「
貸
与
し
、
若
し
く
は

授
与
し
、
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
医
療
機
器
の
う
ち
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
た
だ
し
書
中
「
（
獣

医
療
法
（
平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療

施
設
を
い
い
、
往
診
の
み
に
よ
つ
て
獣
医
師
に
飼
育
動
物
の
診
療
業
務
を
行

わ
せ
る
者
の
住
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
十
二

項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
賃
貸
し
」
を
「
貸
与
し
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
（
小
分
け
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を

削
り
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。
 

  
 
（
略
）
 

 
 
第
七
十
六
条
の
十
第
一
項
中
「
第
二
条
第
十
四
項
」
を
「
第
二
条
第
十
五

項
」
に
改
め
る
。
 

 

を
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
中
「
蓋が

い

然
性
」

を
「
蓋
然
性
」
に
、「
覚
せ
い
剤
、
」
を
「
覚
醒
剤
、
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項

中
「
製
造
等
」
を
「
製
造
」
に
、
「
含
ま
な
い
」
を
「
除
く
」
に
、
「
同
じ
」

を
「
「
製
造
等
」
と
い
う
」
に
、
「
又
は
医
療
機
器
」
を
「
、
医
療
機
器
若
し

く
は
再
生
医
療
等
製
品
」
に
、
「
賃
貸
し
、
又
は
授
与
す
る
」
を
「
貸
与
し
、

若
し
く
は
授
与
し
、
又
は
医
療
機
器
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
医
療
機
器
の
う
ち
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提

供
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
た
だ
し

書
中
「
（
獣
医
療
法
（
平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
診
療
施
設
を
い
い
、
往
診
の
み
に
よ
つ
て
獣
医
師
に
飼
育
動
物
の
診
療

業
務
を
行
わ
せ
る
者
の
住
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同

条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
賃
貸
し
」
を
「
貸
与
し
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
（
小
分
け
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。
 

 
 
（
略
）
 

 
 
第
七
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
十
四
項
」
を
「
第
二
条
第
十
五
項
」

に
改
め
る
。
 

 

 
 

    


